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○香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領 

平成24年１月25日 

告示第４号 

改正 平成28年３月24日告示第11号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基準（平成21年

３月30日厚生省令第54号）第13条第20項に規定する短期入所生活介護及び短期入所

療養介護（以下「短期入所サービス」という。）の利用について、利用者の心身の

状態等を勘案して特に必要があると認められた場合、要介護認定有効期間のおおむ

ね半数を超えて短期入所サービスを利用する（以下「特例利用」という。）ことが

できるよう必要な事項を定めるものとする。 

（認定有効期間のおおむね半数の取扱い） 

第２条 前条の規定する要介護認定期間のおおむね半数の算出方法については、一月

を30日として計算し、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己

負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとする。 

（対象者） 

第３条 介護保険施設等への入所待機のみを目的とせず、次の各号のいずれかに該当

し、利用者の心身状況等を勘案して特に必要があると市長が認めたものとする。 

(１) 利用者が認知症であること等により、同居している家族等の介護が困難な場

合 

(２) 同居の家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護が受けられ

ない場合 

(３) その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができ

ない場合 

（利用申請及び承認等） 

第４条 前条の対象となる場合、指定居宅介護支援事業者は、介護保険短期入所サー

ビス特例利用事前申請書（様式第１号）及び必要な書類を添付し、特例利用の対象

となる月の１箇月前までに市長に提出し、承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請を受けた時は、その内容について確認し、前条に該

当すると認める場合には、介護保険短期入所サービス特例利用承認通知書（様式第
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２号）を、また、不承認の場合は、介護保険短期入所サービス特例利用不承認通知

書（様式第２号）を指定居宅介護支援事業者に通知する。 

３ 市長は、前項により特例利用を承認したときは、介護保険短期入所サービス特例

利用承認台帳（様式第３号）に登録する。 

４ 第２項による承認の有効期間は、同項により承認を受けた者（以下「特例利用者」

という。）の要介護認定の有効期間とする。なお、利用の継続に当たっては、要介

護認定の有効期間ごとに利用申請を行い、承認を受けるものとする。 

（利用の中止） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、特例利用者が当該事由に該当しなくなった場合

は、承認期間にかかわらず、介護保険短期入所サービス特例利用中止届出書（様式

第４号）を市長まで提出し、速やかに利用を中止しなければならない。 

（介護保険給付の対象） 

第６条 特例利用により一月に30日を超える連続利用については、31日目は介護保険

給付の対象とならないものとする。なお、32日目以降については、再度介護保険給

付の対象とし算定することができる。 

（利用短期入所施設等への確認事項） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、第４条第１項に規定する申請を行う場合に他の

要介護認定者が、短期入所サービスの利用を妨げられることがないよう、短期入所

施設への確認と調整を行うこととする。 

（その他） 

第８条 法令及びこの告示に定めるもののほか、特例利用に関し必要な事項は市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成28年３月24日告示第11号） 

（施行期日） 

１ この告示は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年４月

１日）から施行する。 


